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免許申請書（裏面）

　・必ず日本政府発行の収入印紙を貼ってくださ
い。地方自治体の発行する証紙ではありませ
ん。

　・1枚でこの金額のものはないので、何枚かを
組み合わせて、この金額分を過不足のないよ
うに貼って下さい。（一旦、納付した手数料
を返還することはできませんので、ご注意く
ださい。）

　・申請書の書き損じの場合を考え、収入印紙は
申請書の記入が終わり、誤りのない事を確認
してから貼るようにして下さい。

　・収入印紙は消印しないで下さい。

申請書の裏面に免許試験合格通知書等を貼付し
ないで下さい。

※同時に二つの申請を行う場合のうち、次の場
合には、それぞれ別個の申請となり、申請書も
個別に作成し、収入印紙もそれぞれについて貼
付しなければなりません。
（1）同時に2種類の免許申請を行う場合
（2）新しい免許申請に併せ、既交付の免許証

の再交付又は書替申請を行う場合
（新たに試験に合格した方が、既交付の免
許証の再交付、書替を申請する場合は、
先に既交付の免許証の再交付、書替の申
請を住所地の労働局（又は交付局）で行っ
て下さい。）

（3）新しい免許申請に併せ、既交付の免許証
の免許更新申請を行う場合

（4）免許更新申請と併せ、免許証の再交付又
は書替申請を行う場合

収入印紙以外のものを貼付しないで下さい。

郵便局等で所定額
1,500円）分の収入印紙を購入し、貼って下
さい。
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